
大学が権利承継

権利非承継

発明者にも特許明細書の
チェックをお願いしています。

知財部門関係者、ＴＬＯ、有識
者などによる承継の要否判
定（技術の移転性、権利の活
用性など）を行います。

＜電気通信大学の特許取得フロー＞

特許性判断のため先行技術

に係る調査を行います。

知財ＭＧ、発明者と、特許
事務所を交えて特許出願の
打ち合わせを行います。

権利化の必要性（研究の継
続性、技術の移転性、権利
の活用性など）について先生
のご希望を伺います。

外国出願には高額な
費用がかかります。
出願から５ｹ月以内に
ＪＳＴへ費用支援の
申請を行います。

発明者の仕事

知財部門など
の仕事

発明者に返還された発明は、
発明届出書に記載された範囲
内で、発明者にその後の処理
が委ねられます。

特許要件を満たしてい
るかが審査されます。
（特許要件はP12参照）
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知的財産部門

学内の発明者は大学へ権利
譲渡の承認をして戴きます。
（学生の発明者も同様です）

（単独出願の場合）

特許事務所との
打ち合わせ

発明届出書の提出

知的財産評価委員会

発明者へ返還
権利譲渡の手続き

譲渡証書兼持分合意書

覚書（学生・外部研究者）

出願補償金の支払い

２ｹ月程度

５ヶ月以内

特許庁での審査

３年以内

外国出願の要否
判断

ＪＳＴ支援申請
外国出願

審査請求の要否
判断

譲渡書・宣誓書等の書類サイン

登 録

拒絶対応

特許料の支払い

出願補償金の支払い

２０年

意見書・補正書の対
応へのご協力をお願
いします。

特許庁への出願

複数国でも１件
とみなして支払
われます。

実施許諾補償金
が支払われます。

譲渡ＯＲ

実施許諾

実施許諾補償金の支払い

先行技術調査

明細書の確認

※PCT各国移
行の際にもJST
支援申請を行
います。

ライセンス活動・権利継続・維持年金の検討

技術移転等へのご協力
をお願いします。

出願後、発明者に特許法第
３５条に則り、職務発明規定
に定められている補償金が

支払われます。


